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はじめに
皆さん、こんにちは。ご紹介をいただきました佐々

木でございます。
お２人があいさつの中で行政改革について、現代的

視点や二宮尊徳で触れられていたことが印象的です。
政府が大きくなり過ぎるというのは洋の東西を問わ

ないわけでありまして、いつの時代でもそれを見直そ
うという営みはエンドレスで続いているわけでありま
す。ただし、行政改革には三つのことがセットで語ら
れないとならないと思います。公共のあり方、公共の
運営、公共の担い手についてです。20世紀と21世紀で
はこれが大きく変わる、変わる必要があるという点です。

１．財政破綻の国
日本はＧＤＰ500兆円、アメリカに次いで世界第２

位の経済規模を誇る国です。国民生活の約４分の１の
活動は公共の活動から、４分の３が民間の活動から成
り立っている国であり、公共の分野に135兆円くらい
のお金が毎年投じられています。
何をもって公共というか、いろいろ議論はあります。
単純に、個人や企業で解決できない領域を公共と位置
付けましょう。そこで、個人や企業で解決できる領域
は民間にお任せする。個人や企業で解決できない公共
領域を、自治体を含めた政府が独占的に解決すべきで
あると考えたのが、20世紀の一つの公共経営の考え方
でした。いわゆる私的領域は市場のメカニズムに委ね、
需要と供給から成り立つ価格機構を通じて問題を解決
していきます。
一方、公共領域については、市場メカニズムが働か

ない以上、官の独占にお任せし、政治のメカニズムに
よって問題を処理していこうと考えました。つまり、
公共サービスとして国民に提供するサービスの量やあ

り方については、政治が意思決定者であるという考え
方に基づいた国家運営を行ってきたのが、20世紀の先
進諸国の共通の姿であったと思います。
日本では、公共で毎年135兆円くらいの活動をして

いますが、これを国という政府と地方という政府に大
きく分けますと、おおむね国税で集めているお金が50
兆円であります。一方、地方税で集めているお金が35
兆円、合わせて85兆円で公共の運営を賄おうとしてい
るわけであります。しかし、実際に行っている歳出規
模は135兆円です。差額は一体何で埋めているのだろ
うかということが、一つ問題になるわけです。税金の
ほかに手数料、使用料等の収入も５兆円くらいござい
ますので、国民が直接負担をしている税及び使用料等
の負担で90兆円。しかし、毎年135兆円の公共活動を
しておりますから、差額の45兆円というものは国債と
地方債を発行して凌いでいるわけです。
言い換えれば、20万円の月収しかない家庭で30万円

の生活をずっと維持しているという形でありますか
ら、10万円は常に借りている状況ということです。国
の累積債務残高は800兆円を超え、一体どうして返し
たらいいのかということの展望を失ってきています。
国家の財政は確実に破綻しているといえるでしょう。
日本の政府が破綻をしているということを、政府が言
うはずはないのですが、確実に破綻をしていると思わ
れます。つまり、夕張市よりも財政状況は悪い。この
ことを政府は国民に語っていません。
ヨーロッパにはＥＵに加盟できる条件を定めた

「マーストリヒト条約」があり、その中に健全な財政
の国というものを語っている指標があります。わかり
やすく言うと、その国のＧＤＰの60％以内の政府債務
残高の国が健全な国であると。借金がゼロであること
が望ましいとは考えないわけであります。日本で言い
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ますと、建設国債の発行は財政法上も認められていま
す。しかし、生活をするためにお金を借りるといった
財政運営は、もともと禁じているわけであります。赤
字国債、赤字地方債の発行は自治体の破綻、政府の破
綻につながることでもあるため基本的には禁じていま
す。しかし、日本の場合、500兆円の経済の国で、国
の借金が600兆円、地方の借金が200兆円という数字で
あります。これはまだまだ止まらない話であり、数年
後1,000兆円になる勢いです。
現時点で、500兆円分の800兆円、つまりこの国の政

府債務残高は160％。これは外郭団体等は入っていな
い数字であり、連結で見れば1,000兆円を超える債務
残高のある国です。ヨーロッパでいう健全な財政の国
というのが60％といっているわけですから、世界の中
で、こういう財政状況の国はありません。そういう意
味では、公共分野については世界からあまり相手にさ
れない国になっている可能性が高いわけです。
こういう財政状況の中、行政はとても大きい活動を

しています。わかりやすく言うと、国民のいわゆる経
済的な負担、税の負担以上に、３分の１部分大きい活
動を実はしています。これを今後続けるのか、続けな
いのかということが、私たち国民、あるいは公務員、
あるいは政治家のみなさんの判断に委ねられている部
分だろうと思います。
世界の一般的な状況から見ると、日本は今、異常な

状況になっています。簡単に元に戻すことはなかなか
難しいわけでありますが、振り返れば、政府債務残高
が60％の国を何とか維持しようとして皆さんが努力し
た時期があります。昭和56～58年にかけて、あの土光
敏夫さんを会長に取り組んだ第二次臨時行政調査会、
２年間、５次にわたる答申を出した、いわゆる第二臨
調。政府の財政再建のために強い行革をやるというの
がこの土光臨調の目的であったはずです。このままい
くと政府は破綻するといって強い行革をやり、国鉄民
営化、電電公社民営化、タバコ専売公社の民営化など
につながっていく流れでした。第５次勧告答申を受け
て地方行革大綱を定め、皆さんも強い行政改革に挑ん
だと思います。
こうして作り上げたのが政府債務残高が60％である

という姿、いわゆるグローバルスタンダードな状態で
す。当時は第二次オイルショック以降の長期不況の中
での行革であったと思います。その後、昭和60年から
約６年間、バブル経済期になります。昭和60年段階で、
極めて引き締まった政府の体力状況に戻したところで
ありますが、60年からその後、平成２年にかけてバブ
ル経済期になり歳出規模を拡大します。税収が増えた

ことと連動していますが、平成３年段階で、国、地方
の歳出規模が135兆円規模に膨れ上がった。一方で税
の体力は、昭和60年段階から膨れ上がってはいきます
が、バブル経済崩壊の段階で85兆円に落ちています。
それから失われたとは申しませんが、15～16年にわ
たって日本は膨大な借金を積み重ねながら財政運営を
やってきたわけであります。来年は景気がよくなる、
来年は景気がよくなると。国民の負担と国民が享受し
ている歳出規模との間で、大きいワニの口が開いたよ
うな状況です。子孫にツケを残さないと簡単におっし
ゃいますが、では一体、どのようにしてツケを残さな
いのか。これは一つの大きなテーマです。
そこで、国はお金があるのではないかとか、大都市

はお金があるのではないかとか、法人二税は見直して
地方へ渡すべきだとか、ある意味ミクロな議論はいろ
いろあります。地域格差の小さな是正策にはなるだろ
うという意味で、地方税の再分配を考えたふるさと納
税制度の創設は当たっていると思います。
しかし、日本には町議会、市議会、国会を含めて６

万人ぐらいの、いわゆるバッジをつけた選挙で選ばれ
た方がいます。自分の市や町、村も大事ではあります
が、市町村議員さんも国家運営として、６万人の政治
家の方々はそれぞれ国の財政をどうするかということ
を、深刻に考えなければならない時期に来ているとい
うことであります。135兆円のうち、少なくとも90兆
円は地方で使っているわけでありまして、日本の場合、
地方自治体の活動が行政活動の３分の２を占めるとい
う、カナダと並んで地方の占める比重が世界トップク
ラスの国です。ここに地方分権改革、つまり自ら意思
決定をする領域を拡大するという改革をするわけで
す。ご自分の自治体を行政規模を含めてどうされるの
かということを、自由に判断できるような形にしてい
こうというのが分権改革であります。

２．地方分権改革
これまでの日本は、戦後60年間を見ましても、他者
決定、他者責任、他者負担の原則で地方自治が営まれ
てきた国だと思います。つまり、国の設計に基づいて、
国の政策責任において、国が責任を持って、補助金と
交付金で財政補給をするという形で統一性、公平性と
いうものを公共サービスの世界で全国で実現しようと
してきた。そのリーダーシップは国がとるべきという、
いわゆる中央集権体制を選択してきた国です。
他者決定、他者責任は、自治体から見ると、国とい

う政府の設計に基づいて、国という政府の責任におい
て、国の負担に基づいて地方自治が営まれるというこ
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とを意味します。したがって、事実上自治体の破綻と
いうのはあり得ないわけです。自治体が破綻するとい
うことは、国のやり方が悪いということになるわけで
す。正確に補助金を使って、正確に通達どおり仕事を
している限り破綻はない。破綻するとすれば政府の設
計が悪いという話になるわけです。
しかし、残念ながら2000年以降の日本はそういうこ

とは軽々に言える状況ではなくなりました。つまり、
機関委任事務制度を廃止したのち、県も市町村もおお
むね８割程度が自治事務になりました。法定受託事務
は２割程度。「ＮО」という自由がないかと言えばあ
るわけです。
いつ行われるかわからない衆議院選挙のために皆さ

んが、いつ小学校を借りたらいいかということを一生
懸命、真剣に考えるということはやめたほうがいいで
す。それは国の仕事でしょう。法定受託事務である国
政選挙の事務を、かつては機関委任事務で通達で命令
をされ、市町村あるいは都道府県は粛々と実施をして
きた。しかし、法定受託事務となった以上は国と地方
の対等な契約です。市町村は投票箱も持っているし、
アメリカで２週間かかる開票を一晩で行うことができ
る。しかも、ほぼ正確にあけられる能力は日本の誇る
べきところです。しかし、これは国の公務員にはない
能力でしょう。例えば、中央選挙管理会が突然行われ
る衆議院解散総選挙のために、全国の小学校を借り上
げて、アルバイターを募集して、そして投票用紙を刷
って、正確に選挙人名簿と照合しながら正確に選挙の
投開票ができるかといったら、おそらく市町村にお願
いしない限りできない状況であります。これに対して
「ＮО」という自由があるような形になっているのが
今の法定受託事務です。実は自治体が、もし真剣に国
と闘おうとすれば全く武器がないというわけでもな
い。三位一体の改革のときには、実はそれを考えたの
ですがやらなかったのです。
ともかく、執行あって経営なし、行政あって政治な

しと言われていた戦後60年を終え、2000年以降は自己
決定、自己責任、さらには自己負担の原則で各自治体
（地方政府）が、いわゆる政治と経営を自ら行う時代
となり、脇役に座っていた地方議会が政治の真ん中に
座る時代が始まりました。
すべて議会が決定するわけですから、成功する自由

も失敗する自由も合わせ持つのが地方分権改革です。
もし経営に失敗しても、首長が悪かったという話だけ
にはなりません。政治があって行政がある以上、政治
的決定は議会が行う。それを執行機関の長として粛々
と正確に実施をしていくというのが行政です。そうい

う意味では、国の執行機関の一部として、国の事務を
国の通達に基づいて行っていくという時代は終わって
いるわけです。

３．行政改革の方向
さあ、そこで行革の話になります。2000年以前、つ

まり平成12年以前の行革論議とこれからの行革論議
は、ある意味、全く違います。もちろん継続はしてい
ますが、全く違うパラダイムの中で議論をしなければ
いけないでしょう。先ほどの総務省の方のあいさつの
中に、聞きなれない言葉かと思いますが「新しい公共
空間の形成」という言葉がありました。地域に必要な
多様な公共サービスが、適正な受益と負担のもとに提
供される公共空間を新しい公共空間と位置付け、そう
した公共空間を担える地域戦略本部が必要になる。自
治体を戦略本部とおっしゃっているわけです。戦後に
おける国の大幅な委任事務を正確に地域で実施し、地
域住民に統一性、公平性を担保していった中央集権体
制における、下請的な仕事をきちっとやるという時代
のいわゆる事業官庁型の自治体をイメージしておっ
しゃっているわけではないのです。自ら政治判断がで
き、自ら経営感覚にすぐれた、いわゆる政策能力のあ
る政策官庁としての自治体をつくるべきだと。私の言
葉ではそういうふうに翻訳していいのではないかと。
行政改革には、あるべき姿がなければいけません。

日本の政府でいいますと、増税の話が始まっています。
プライマリーバランスをきちんと確保するためといっ
ても、それは税収で公共サービスを賄えるという話で
ありまして借金の返済はここには入っていない。財政
再建に直接的に結びつくという話ではないと私は見て
います。消費税は17％ぐらいまで上げないとプライマ
リーバランスはとれない。今後、２％平均の成長率で
そういう計算をされている。しかし、これは見せかけ
のプライマリーバランス。毎年30兆円借金しながら20
兆円しか返していない。毎年の20兆円の返済を借金な
しでどう返していくかまで入れて考えるのが、真のプ
ライマリーバランスでしょう。
ここで申し上げたいのは、政府が行政改革を議論す

るとき、どういう姿が行政の姿として望ましいとセッ
トされているでしょうか。中央政府の財政規模は82兆
円。ここ５年間を平均して80兆円と言っておきます。
歳出のうち35兆円は地方に配っていますから、残る部
分の45兆円で仕事をしているわけです。ともかく80兆
円、あるいは82兆円という規模が望ましいのでしょう
か。しかし、国民は50兆円の国税しか負担をしていま
せん。残りの30兆円、あるいは32兆円の部分はほとん
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ど借金です。こういう姿が望ましければ、それは増税
しかないでしょう。いつまでも借金というわけにはい
かないわけですから。
私たちの身の丈にあった税の負担レベルで、公共

サービスを賄うような政府像が望ましいとおっしゃる
なら、日本の中央政府は３分の１カットすることを考
えなければいけないでしょう。直営でやる部分を３分
の１カットしたからといっても、個人や企業で解決で
きない公共領域がなくなるということはない。新しい
公共空間の議論というのは、ここなのです。それは、
民間を含めてさまざまな主体が公共の活動をするよう
にすれば、何も私たちの直接の税金で公務員だけが独
占的にそこの仕事をする必要はない。仕事を厳格に見
ていきますと、事実、公務員でなければならない仕事
は市役所でも半分しかないです。
「構想日本」でも事業の仕分けをやっています。青

森でもおやりになったかもしれません。県庁で見ても
３割は県の職員がやる仕事ではない仕事を、もともと
県がやっていれば県の仕事だ、もともと市がやってい
れば市の仕事だと言っているだけです。公務員は特別
な職業とは思いませんが、住民が税金で雇って、いわ
ゆる政策のプロとしてお願いをしている方々に委ねな
ければならない仕事領域は、市町村で半分、県で見て
も７割程度しかないのではないかというのが相場にな
ってきています。国の場合どうかという計算はまだ出
てきていません。
日本の場合、大まかには国で45兆円の活動をしてい

る。県は47都道府県に分かれていますが大体45兆円、
市町村は1,800ですが大体45兆円です。私たちは三つ
の政府を持っていると考えますと、基礎的なサービス
を提供している3,200市町村が1,800になり、1,000にな
るのかどうかわかりませんが、なるべくお互いに広域
化して無駄を省けるところは省こうという努力をされ
ています。

４．道州制のゆくえ
さらに、足音がだんだん大きく聞こえて来ているの

が都道府県の再編です。国の出先機関の統合によって、
日本を9か10ぐらいの州にしようという話。６月の自
民党の道州制に関する第二次中間報告を見ますと、
2015～2017年に道州制に移行したいと書いているので
す。そこから逆算して、３年で道州制ビジョンをつく
ると安倍内閣は言った。福田内閣もそれを継承してい
る。それから３年かけて、道州制ビジョンに基づいて
道州制基本法なのか、設置法なのか、基本的な法律を
つくり、個別法を３年かけて国会でつくっていきたい。

それから、２年ないし３年かけて国民に周知したいと。
こうした国から降ってくるようなやり方は問題があ

り、そうは簡単にいかないと思います。最終的に都道
府県を廃止するということは、青森県であれば青森県
議会で議決をしていただく。議決をしていただいて、
各都道府県は議会において我が県を、あるいは我が府
を、我が道を、我が都を廃止することを決めたと。そ
こでほぼ国民の合意がなったというところで道州制に
移行するという、そこまでのシナリオは書かれています。
ただ、47都道府県体制は120年間、私たちの生活に

定着しています。高校野球でも激しくやっているわけ
です。青森、秋田、岩手は、前の知事かもしれません
が、知事同士では2010年に北東北３県は合併すると
おっしゃいました。残る時間は後３年。その後の動き
はどうなっているかわかりませんが、ともかく、それ
も可能なように自治法は変えてあるわけです。県同士
の合併というのは、県議会の議決を経て国に申し出て、
そして国が法律を改正すればそれでできる。県民投票
をやるべきだという条項を外しましたので、割とやろ
うと思えばできるのです。
国が今のような規模で望ましいのであれば、現状と

将来のギャップがあまりないわけですから、それほど
強い改革はいらないのです。やるとすれば差額を埋め
ること。今、発行している27兆円、30兆円規模の国債
も建設国債を除きますと24～25兆円が赤字国債ですか
ら、赤字国債の部分をゼロにすればいい。消費税１％
で2.5兆円といっていますから、確実に10％の消費税
を上乗せしないと埋まらないですが…。
地方行革についても実は同じ話です。都道府県が45

兆円、市町村が45兆円規模の活動を続けるなら、これ
はやはり赤字の部分を圧縮するためには、増税しかな
いでしょう。
あるべき姿と現状とのギャップが問題であり、改革

の素材でありターゲットですから、あるべき姿をどの
ように設定するかによって改革の方策は大きく変わっ
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てくるということです。増税ありきでもなければ、あ
る政党が言っているように、日本の公共活動は増税ゼ
ロでできますというやり方もあり得るわけでありま
す。増税しない場合は、大幅な歳出カットを考えなけ
ればいけない。わかりやすくいいますと、防衛費の問
題。ＧＤＰ500兆円の国で１％以内に防衛費は抑える
のだと。それは日本の国是になっています。今、４兆
7,500億円ぐらいでしょう。それの４割は自衛隊員の
人件費だと。残る部分は物資などを買っていると。そ
うすると３兆円規模の買い物をしているわけです。防
衛費の約５兆円の５％を切って2,500億円、あるいは
１割ですと5,000億円、国家防衛のためには食糧をキ
チッと確保することが大事だと考えるならば、防衛費
を農業対策に回すというほうが国家の危機管理として
は多分正しいでしょう。軍艦、戦闘機を買うよりも、
農業の振興のためにお金を使い、食糧自給率４割とい
う情けない状況を改善するほうが国家防衛でも非常に
重要なわけです。農業、農村を踏み台に経済発展して
きた20世紀のやり方、とりわけ戦後のやり方を反省し、キ
チッと独り立ちできるような国をつくっていこうとすれ
ば、そういう行革もできます。それは国民の選択ですね。
したがって、増税をしなくてもできるかもしれない。
あるべき姿と現状のギャップ、それはご自分の市とか
町に置きかえていただいて、その差額、ギャップの部
分が実は改革の必要とするところであります。どうい
う方策でそれをやるべきか。増税もあるでしょうし、
歳出カットもあるでしょうし、その組み合わせもある。

５．新しい行革の方向
行政改革の極めて総論的なところだけお話ししてお

きますと、二つの側面があります。一つは、これまで
行っている行政の仕事の仕方や仕組みを見直すという
側面。もう一つは、これからの時代に必要と思われる
新しい時代を創り出すような創造型側面です。
日本の歴史からいいますと、古い話はともかく、第

二次オイルショック以降を申し上げますと、行革は大
きく三つの流れになっています。
第二次オイルショック以後は、減量型行革を中心

にやってきました。学校給食、清掃事業などを民間委
託して、コストを削減するという行革手法をとりまし
た。これを当時の自治省は「新しい都市経営」と言い
ました。民間委託を中心としてコストを削減する行革
というものがいわゆる第二臨調時代の行革だった。こ
れは相当程度進んだと思います。
その後、1990年代のバブル崩壊後に台頭するのがい

わゆる「ニューパブリックマネジメント」です。新し

い公共経営と言っていますが、ニューパブリックマネ
ジメントの流れを受けての行革、いわゆる「官から民
へ」と呼んだ行革手法であります。官がやっている仕
事について民間参入を拡大することによって民間にお
願いをする。あるいは住民の顧客満足度を高める行革
をやる。あるいは働いている職員に成果主義を求める
という行革でした。さらに、企画と執行を分離して、
企画は役所がやるが執行部分については多様な主体に
お願いをする。それがＮＰＯであろうが、企業であろ
うが、市民団体であろうが、ボランティアであろうが
構わない。これが第２段階です。
今始まろうとしている新しい公共空間をマネジメン

トする地域戦略本部づくりが、新しい行革だと総務省
はおっしゃっているわけです。これを私の言葉で言え
ば「事業官庁から政策官庁に脱皮をしていく行革」と
なります。考える能力を高めていく行革として、組織
も考える頭脳センターを拡大する必要があるでしょ
う。職員についても人材育成という点から見れば、決
められたことを正確に実施していく能力（グライダー
能力）が高いのではなく、自分でどうすべきか考える
能力（飛行機能力）を開発していくことに重点を置い
た人材育成が求められている。これが日本の教育全体
に、明治以来の教育全体に問われていることです。ゆ
とりをなくし授業時間を３割増やせば日本の人材は育
つという、どこかがやっているあの話というのは多分
間違っているでしょう。どういう人間をつくりたいの
かといった目指すべき方向なくして、手段としてゆと
りが必要だといって、３割授業時間数をカットして10
数年やってみて、学力が下がったからもう１回戻す。
ただ、これは追いつき追い越せ型近代化時代のグライ
ダー能力を高める、つまり学校の先生が言っているこ
とを正確に覚えてはき出すという、こういう訓練を一
生懸命やる人材育成でした。それは日本において必要
であったと思いますし、自治体においても必要だった
かもしれません。しかし、これからはそうではない。
これからの自治体にとって大事なのは、職員だけで

はなく政治家もそうでありますし、もっと広げますと
住民の方々もそうでありますが、何が問題でどうすべ
きかということを自分たちで設定し、いろいろな工夫
をして解決していくことを提案できる能力を高めてい
くこと、あるいはそういう提案ができるような仕組み
をいろいろつくっていくことです。それが、これから
の地域の新しい公共空間を演出していく、創出してい
く「地域戦略本部」としての自治体のイメージだろう
と思います。
基調講演はこれで終わります。ありがとうございました。
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